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平成２９年２月発行 第１２３号 

卒業・入学・就職などのこれからの時期、若者を狙った悪質商法が増えてきます！ 

こんなことがあったら狙われているかもしれません。注意しましょう！ 
（東京都消費生活総合センターホームページより抜粋） 

キャッチセールス 

駅前や繁華街の路上で「無料体験」「アンケ

ート調査」「モデルに興味ない？」などと呼び

止めて、販売の目的を告げずに事務所などへ連

れて行き、ウマイ話をして高額な契約を結ばせ

る商法。 

カモにならないために・・・ 

路上などで声をかけられても、安易に個人情

報を伝えないようにしましょう。ウマイ話を安

易に信用しないようにしましょう。しつこく勧

誘されてもきっぱり断りましょう。 

アポイントメントセールス 

販売の目的を告げずに喫茶店などに呼び出

して、契約をしないと帰れない状況にして高額

な契約を結ばせる商法。 

最近では、ＳＮＳや出会い系サイトを通じた

手口も増えてきています。 

カモにならないために・・・ 

ＳＮＳで知り合った人と会う時は慎重に対

応しましょう。「あなただけ特別」と気を引く

言葉で勧誘されてもその場の雰囲気で契約を

結ばないようにしましょう。 

マルチ商法・マルチまがい商法 

会員になって商品を販売すれば、マージン

（紹介料）がもらえる商法。入会後に人を紹介

すれば、収入を得られると告げられるマルチま

がい商法も増えています。 

カモにならないために・・・ 

儲け話があると誘われても、簡単に次の人を

誘えるわけではありません。商品購入のために

消費者金融などを勧められたら注意が必要で

す。「みんなが借りているから大丈夫」という

言葉に惑わされないようにしましょう。 

架空請求・不当請求 

アダルトサイトなどで利用者が安易にクリ

ックしたら「契約完了」などと表示され、不当

に高額な料金を請求されるというワンクリッ

ク請求などのトラブルが多発しています。 

カモにならないために・・・ 

身に覚えのない請求には応じる必要はあり

ません。「連絡するように」との文句に慌てて

連絡すると、自分の個人情報を教えてしまうこ

とになります。不審なメールや電話がきたら受

信拒否設定やアドレスの変更をしましょう。 

 



 

 

 
 

 

【相談事例】                                
友人から日本酒を貰い、飲まずに置いておいたら製造から 1年以上が経ってい

た。賞味期限が記載されていないので、飲んで大丈夫なのかと不安に思った。賞味

期限が表示されていれば安心して飲めると思うが、日本酒には賞味期限の記載はし

なくていいのか。この日本酒は飲めるのか。 

【アドバイス】                                
清酒（日本酒）は、雑菌が繁殖しにくい等の酒の特性上、長期間の保存に耐え得

るものとされているため、食品表示法により「保存の方法」、「消費期限又は賞味

期限」の表示を省略することができます。 

一方、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく「清酒の製法品質表示

基準」により、製造時期を年月で表示することになっています。製造時期とは、原

則販売する目的をもって容器に充てんし密封した時期のことであり、いわゆる「仕

込み」の時期ではありません。例えば、10 年前に仕込んだ古酒でも、瓶（容器）

に詰められた時が製造時期となります。 

清酒の品質は、製造時期より保存方法等（酸素、温度、光等）に左右されますの

で、光の当たらない涼しい場所で保管すると良いでしょう。上手に管理されていれ

ば熟成した味わいとなる場合もあります。 

古くなった清酒を飲んでも健康上問題はおきませんが、風味が変わってしまい口

に合わなくなった場合は、料理等に利用するのも良いでしょう。 


